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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者端末と、情報配信装置と、を含み、
　前記利用者端末は、
　講演中に表示された対象画像が形成された媒体から、当該対象画像に関連づけて媒体上
に表された、それぞれ異なる開始位置を指定する複数の開始位置指定情報のうち、利用者
が選択する、いずれか一つを読み取る情報読み取り手段と、
　前記読み取った開始位置指定情報を含んだ情報配信要求を、前記情報配信装置に送信す
る配信要求送信手段と、
　を含み、
　前記情報配信装置は、
　前記講演の際に前記対象画像が表示されている状態で記録された、時間とともに変化す
る、互いの順序が定められた複数の音声データファイルを含む時系列情報を記憶する時系
列情報記憶手段と、
　前記利用者端末から送信された情報配信要求を受け付けた場合に、前記時系列情報のう
ち、前記受け付けた情報配信要求に含まれる開始位置指定情報により特定される音声デー
タファイルを含む、当該音声データファイル以降の順序のすべての音声データファイルを
、前記利用者端末に対して前記順序に従って配信する情報配信手段と、
　を含み、
　前記利用者端末は、前記情報配信要求に応じて前記情報配信装置が配信した各音声デー
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タファイルを順に再生する手段をさらに含む
　ことを特徴とする情報配信システム。
【請求項２】
　前記開始位置指定情報は、前記複数の音声データファイルのうちいずれか一つの音声デ
ータファイルを特定する情報とともに、当該音声データファイルの途中の開始位置を指定
する情報を含み、
　前記情報配信手段は、前記開始位置指定情報により特定される音声データファイルの、
前記開始位置指定情報により指定される開始位置以降の情報、及び、前記開始位置指定情
報により特定される音声データファイルより後の順序の音声データファイルを、前記利用
者端末に対して配信する
　ことを特徴とする請求項１記載の情報配信システム。
【請求項３】
　前記情報配信手段は、前記開始位置指定情報により特定される音声データファイルを含
む、当該音声データファイル以降の順序の音声データファイルそれぞれの間に、所定のメ
ッセージ情報を挿入して、前記利用者端末に対して配信する
　こと特徴とする請求項１又は２記載の情報配信システム。
【請求項４】
　講演の際に対象画像が表示されている状態で記録された、時間とともに変化する、互い
の順序が定められた複数の音声データファイルを少なくとも含む時系列情報を記憶する時
系列情報記憶手段と、
　利用者端末から送信される、前記対象画像が形成された媒体から読み取られた開始位置
指定情報を含んだ情報配信要求を受け付ける手段と、
　前記情報配信要求を受け付けた場合に、前記時系列情報のうち、前記受け付けた情報配
信要求に含まれる開始位置指定情報により特定される音声データファイルを含む、当該音
声データファイル以降の順序のすべての音声データファイルを、前記利用者端末に対して
前記順序に従って配信し、前記利用者端末に再生させる情報配信手段と、
　を含むことを特徴とする情報配信装置。
【請求項５】
　講演の際に対象画像が表示されている状態で記録された、時間とともに変化する、互い
の順序が定められた複数の音声データファイルを含む時系列情報を記憶手段に記憶させる
手段、
　利用者端末から送信される、前記対象画像が形成された媒体から読み取られた開始位置
指定情報を含んだ情報配信要求を受け付ける手段、及び
　前記情報配信要求を受け付けた場合に、前記時系列情報のうち、前記受け付けた情報配
信要求に含まれる開始位置指定情報により特定される音声データファイルを含む、当該音
声データファイル以降の順序のすべての音声データファイルを、前記利用者端末に対して
前記順序に従って配信し、前記利用者端末に再生させる情報配信手段、
　としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報配信システム、情報配信装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばプレゼンテーションや講義などの講演の際に使用された画像や、講演時に録音さ
れた音声などを、講演の終了後にも視聴したい場合がある。そこで、講演で使用された画
像を対象画像として紙などの媒体上に形成するとともに、この対象画像を閲覧する利用者
が使用する利用者端末に対して、講演時に記録された音声データを配信することが考えら
れる。このとき、利用者端末は、媒体上に形成された対象画像に対応する音声データを特
定して、情報の配信を行う情報配信装置に当該音声データの配信を要求する必要がある。
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【０００３】
　このように対象画像と配信する音声データとを関連づけるために、例えば紙などの媒体
上に対象画像とともにＱＲコード（登録商標）などのコード画像を印刷し、当該コード画
像に含まれる音声データなどを特定する情報を、利用者端末が読み取って、情報配信装置
に送信する技術がある（特許文献１及び２参照）。このような技術によれば、媒体に形成
された対象画像ごとに、当該対象画像に対応するコード画像を読み取って、対応する音声
データの配信を要求することにより、利用者は、対象画像を閲覧しながら対応する音声を
聴くことができる。
【特許文献１】特開２００６－３５６９１号公報
【特許文献２】特開２００６－２９３５８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、配信対象となる時系列情報のうち、媒体に形成された対象画像に対応する時
点以降の情報を配信することのできる情報配信システム、情報配信装置及びプログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の発明は、情報配信システムであって、利用者端末と、情報配信装置と、
を含み、前記利用者端末は、対象画像が形成された媒体から、当該対象画像に関連づけて
媒体上に表された開始位置指定情報を読み取る情報読み取り手段と、前記読み取った開始
位置指定情報を含んだ情報配信要求を、前記情報配信装置に送信する配信要求送信手段と
、を含み、前記情報配信装置は、時間とともに変化する時系列情報を記憶する時系列情報
記憶手段と、前記利用者端末から送信された情報配信要求を受け付けた場合に、前記時系
列情報のうち、前記受け付けた情報配信要求に含まれる開始位置指定情報に応じて定めら
れる時点以降の情報を、前記利用者端末に対して配信する情報配信手段と、を含むことを
特徴とする。
【０００６】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の情報配信システムであって、前記媒体には、前
記対象画像に関連づけて、それぞれ異なる開始位置を指定する複数の開始位置指定情報が
表され、前記情報読み取り手段は、前記複数の開始位置指定情報のうち、いずれか一つを
読み取り、前記情報配信手段は、前記情報読み取り手段が読み取った開始位置指定情報に
応じて定められる時点以降の情報を、前記利用者端末に対して配信することを特徴とする
。
【０００７】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載の情報配信システムであって、前記時系列
情報は、互いの順序が定められた複数のデータファイルを含んで構成され、前記開始位置
指定情報は、前記複数のデータファイルのうちいずれか一つのデータファイルを特定する
情報を含み、前記情報配信手段は、前記開始位置指定情報により特定されるデータファイ
ル以降の順序のデータファイルを、前記利用者端末に対して配信することを特徴とする。
【０００８】
　請求項４記載の発明は、請求項３記載の情報配信システムであって、前記開始位置指定
情報は、前記複数のデータファイルのうちいずれか一つのデータファイルを特定する情報
とともに、当該データファイルの途中の開始位置を指定する情報を含み、前記情報配信手
段は、前記開始位置指定情報により特定されるデータファイルの、前記開始位置指定情報
により指定される開始位置以降の情報、及び、前記開始位置指定情報により特定されるデ
ータファイルより後の順序のデータファイルを、前記利用者端末に対して配信することを
特徴とする。
【０００９】
　請求項５記載の発明は、請求項３又は４記載の情報配信システムであって、前記情報配



(4) JP 5206003 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

信手段は、前記開始位置指定情報により特定されるデータファイル以降の順序のデータフ
ァイルそれぞれの間に、所定のメッセージ情報を挿入して、前記利用者端末に対して配信
すること特徴とする。
【００１０】
　請求項６記載の発明は、情報配信装置であって、時間とともに変化する時系列情報を記
憶する時系列情報記憶手段と、利用者端末から送信される、対象画像が形成された媒体か
ら読み取られた開始位置指定情報を含んだ情報配信要求を受け付ける手段と、前記情報配
信要求を受け付けた場合に、前記時系列情報のうち、前記受け付けた情報配信要求に含ま
れる開始位置指定情報に応じて定められる時点以降の情報を、前記利用者端末に対して配
信する情報配信手段と、を含むことを特徴とする。
【００１１】
　請求項７記載の発明は、時間とともに変化する時系列情報を記憶手段に記憶させる手段
、利用者端末から送信される、対象画像が形成された媒体から読み取られた開始位置指定
情報を含んだ情報配信要求を受け付ける手段、及び前記情報配信要求を受け付けた場合に
、前記時系列情報のうち、前記受け付けた情報配信要求に含まれる開始位置指定情報に応
じて定められる時点以降の情報を、前記利用者端末に対して配信する情報配信手段、とし
てコンピュータを機能させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１，６及び７記載の発明によれば、配信対象となる時系列情報のうち、媒体に形
成された対象画像に関連づけられた開始位置指定情報によって指定される時点以降の情報
を配信することができる。
【００１３】
　請求項２記載の発明によれば、利用者は、一つの対象画像に対応する時系列情報として
配信される情報の開始位置を、複数の選択肢の中から選ぶことができる。
【００１４】
　請求項３記載の発明によれば、時系列情報が複数のデータファイルによって構成される
場合に、媒体に形成された対象画像に関連づけられたデータファイル以降の情報を配信す
ることができる。
【００１５】
　請求項４記載の発明によれば、時系列情報を構成する一つのデータファイル内の途中の
位置以降の情報を配信できる。
【００１６】
　請求項５記載の発明によれば、時系列情報が複数のデータファイルによって構成される
場合に、これら複数のデータファイルを配信する際に、データファイルが切り替わるタイ
ミングを利用者に提示できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る情報配信システムの全体概要を示す図である。本実
施形態に係る情報配信システムは、情報配信装置１と、利用者端末３と、を含んで構成さ
れている。図１に示すように、情報配信装置１は、ＬＡＮや無線通信網などの通信手段を
介して講演記録装置２及び利用者端末３とデータ通信可能に接続されている。
【００１９】
　情報配信装置１は、例えばサーバコンピュータ等であって、図１に示すように、制御部
１１と、記憶部１２と、通信部１３と、画像形成部１４と、を含んで構成される。情報配
信装置１は、講演が行われた際に記録された講演情報を、講演記録装置２から受け入れて
蓄積する。また、蓄積された講演情報に含まれる画像を印刷したり、蓄積された講演情報
に含まれる音声情報を利用者端末３に対して配信したりする。
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【００２０】
　制御部１１は、例えばＣＰＵ等であって、記憶部１２に格納されるプログラムに従って
各種の情報処理を実行する。本実施形態において制御部１１が実行する処理の具体例につ
いては、後述する。
【００２１】
　記憶部１２は、例えばＲＡＭやＲＯＭ等のメモリ素子、ハードディスクなどを含んで構
成される。記憶部１２は、制御部１１によって実行されるプログラムや、各種のデータを
保持する。また、記憶部１２は、制御部１１のワークメモリとしても動作する。
【００２２】
　通信部１３は、例えばＬＡＮカード等のネットワークインタフェースであって、ＬＡＮ
や無線通信網などの通信手段を介して、講演記録装置２及び利用者端末３との間で情報の
送受信を行う。
【００２３】
　画像形成部１４は、例えばレーザプリンタやインクジェットプリンタ等のプリンタエン
ジンによって構成され、制御部１１からの指示に従って、紙などの媒体上に画像を形成す
る。
【００２４】
　講演記録装置２は、例えばパーソナルコンピュータ等の情報処理装置であって、講演者
が講演を行う際に使用される。本実施形態では、講演者は、例えばスクリーンやモニタの
画面などに画像（講演画像）を表示しながら、プレゼンテーションや講義などの講演を行
う。そして、講演記録装置２は、この講演画像や、講演の際の音声などの各種情報を、講
演情報として記録する。
【００２５】
　具体例として、講演記録装置２は、プレゼンテーション・プログラムを実行して、予め
用意された画像をスクリーンに投影して表示させる。また、講演記録用のプログラムを実
行して、表示される画像を所定時間おきに監視するとともに、マイクロフォンにより講演
者が話す内容を録音する。そして、記録開始時及び表示される画像が講演者の指示などに
よって変更された場合には、新たに表示された画像を講演画像として記録し、画像の切り
替えタイミングを示す時刻情報を記録する。また、それまで録音された音声を一つの音声
データファイルとして出力して、新たな音声の録音を開始する。これにより、講演の際に
聴衆に提示された複数の講演画像のそれぞれについて、当該講演画像が画面上に表示され
た表示時間が記録されるともに、当該講演画像の表示中に録音された音声情報を含んだ音
声データファイルが生成される。
【００２６】
　さらに、講演記録装置２は、講演の際に、講演画像内において時間とともに移動する注
目位置を特定し、当該注目位置を示す注目位置情報を記録してもよい。この注目位置は、
講演中に注目されると考えられる講演画像内の位置であって、例えば講演者の操作によっ
て画面上を移動するマウスポインタの位置等である。
【００２７】
　以上説明した処理によって、講演記録装置２は、図２に例示するような講演情報を記録
する。図２の例では、講演情報は、講演中に表示された講演画像のデータと、当該講演画
像の提示中に録音された音声データと、当該講演画像内を移動する注目位置を示す注目位
置情報と、を互いに関連づけて含んだ情報である。講演記録装置２は、これらの講演情報
を、情報配信装置１に送信する。送信された講演情報は、情報配信装置１の記憶部１２に
記憶される。
【００２８】
　ここで、講演情報に含まれる複数の音声データファイルは、互いの順序が定められたデ
ータファイルであって、これら互いに順序づけられた複数の音声データファイルによって
、講演の開始時から終了時までの時間にわたって時間とともに変化する時系列情報が構成
されている。例えば図２の例では、「001.mp3」、「002.mp3」、・・・・、「030.mp3」
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という順に並べられた一連の音声データファイルが、講演時に記録された音声を示す時系
列情報を構成する。なお、各音声データファイルの順序は、例えば各音声データファイル
の名前や各音声データファイルに関連づけられた順位を示す属性情報などによって特定さ
れてもよい。また、各音声データファイルを記録された順序で並べた再生順序リストが各
音声データファイルとは別に講演情報に含めて記録されることによって、当該再生順序リ
ストに基づいて各音声データファイルの順序が特定されてもよい。
【００２９】
　利用者端末３は、情報配信装置１に蓄積された講演情報の利用を希望する利用者が使用
する情報処理装置である。本実施形態では、この利用者端末３は、例えば携帯電話やＰＤ
Ａ（Personal Digital Assistant）、電子ブックリーダなど、利用者が携帯して持ち運ぶ
ことの可能な携帯型端末であるものとする。図３は、利用者端末３の構成を示すブロック
図である。同図に示すように、利用者端末３は、制御部２１と、記憶部２２と、通信部２
３と、操作部２４と、表示部２５と、撮像部２６と、音声出力部２７と、を含んで構成さ
れる。なお、制御部２１、記憶部２２及び通信部２３は、それぞれ制御部１１、記憶部１
２、通信部１３と同様の構成であってよい。
【００３０】
　操作部２４は、例えばボタンやタッチパネル等であって、利用者の指示操作を受け付け
て、当該指示操作の内容を制御部２１に出力する。表示部２５は、例えばディスプレイ装
置等であり、制御部２１からの指示に従って、情報の表示を行う。
【００３１】
　撮像部２６は、例えばＣＣＤカメラ等であって、周辺画像を撮像し、撮像した画像を制
御部２１に対して出力する。音声出力部２７は、例えばスピーカ等であって、制御部２１
が出力する音声信号に従って音声を再生する。
【００３２】
　本実施形態において、利用者端末３は、情報配信装置１に対して音声情報の配信要求を
送信し、当該配信要求に応じて情報配信装置１から送信される音声情報を受信し、受信し
た音声情報を音声出力部２７によって再生する。
【００３３】
　以下、本実施形態に係る情報配信システムが実現する機能について、説明する。本実施
形態に係る情報配信システムは、機能的に、図４に示すように、印刷要求受付部３１と、
開始位置指定情報生成部３２と、対象画像印刷処理部３３と、開始位置指定情報読み取り
部３４と、情報配信要求送信部３５と、時系列情報配信部３６と、配信情報再生処理部３
７と、を含んで構成される。これらの機能のうち、開始位置指定情報読み取り部３４、情
報配信要求送信部３５、及び配信情報再生処理部３７は、例えば利用者端末３の制御部２
１が記憶部２２に格納されているプログラムを実行することにより、実現される。また、
印刷要求受付部３１、開始位置指定情報生成部３２、対象画像印刷処理部３３、及び時系
列情報配信部３６は、例えば情報配信装置１の制御部１１が記憶部１２に格納されている
プログラムを実行することにより、実現される。これらのプログラムは、例えばインター
ネット等の通信手段を介して提供されてもよいし、例えばＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ
等、各種のコンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体に格納されて提供されてもよい。
【００３４】
　印刷要求受付部３１は、利用者による画像印刷要求を受け付ける。この画像印刷要求は
、情報配信装置１が記憶、蓄積している講演情報に含まれる講演画像の印刷の要求である
。以下では、この画像印刷要求の対象となった講演画像を、対象画像Ｉという。画像印刷
要求には、情報配信装置１が蓄積している複数の講演情報のうち、いずれか少なくとも一
つを指定する情報が含まれるものとする。この指定された講演情報に含まれる複数の講演
画像のそれぞれが、対象画像Ｉとなる。
【００３５】
　具体的に、例えば印刷要求受付部３１は、利用者端末３が、利用者による指示操作に応
じて情報配信装置１に対して送信する画像印刷要求を受け付ける。この場合、利用者端末
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３は、情報配信装置１が蓄積する複数の講演情報のリストを情報配信装置１から取得し、
表示部２５に表示するなどの方法で利用者に提示する。そして、利用者端末３は、利用者
が操作部２４に対する指示操作などによって提示されたリストから選択した講演情報を指
定する情報を、画像印刷要求に含めて、情報配信装置１に対して送信する。印刷要求受付
部３１は、この情報配信装置１から送信される情報を受信することによって、画像印刷要
求を受け付ける。あるいは印刷要求受付部３１は、情報配信装置１に対して利用者が直接
画像の印刷を指示する操作を、画像印刷要求として受け付けてもよい。
【００３６】
　開始位置指定情報生成部３２は、印刷要求受付部３１が受け付けた画像印刷要求の対象
となる対象画像Ｉのそれぞれについて、当該対象画像Ｉに関連づけられる、音声情報の再
生開始位置を指定する情報（以下、開始位置指定情報Ｓｐという）を少なくとも一つ生成
する。具体例として、開始位置指定情報生成部３２は、対象画像Ｉのそれぞれについて、
講演情報内において当該対象画像Ｉに関連づけられた音声データファイルを特定する文字
列情報を、開始位置指定情報Ｓｐとして生成する。ここで、講演情報内において対象画像
Ｉに関連づけられた音声データファイルは、講演の際に当該対象画像Ｉが表示されていた
時間にわたって記録された音声データを含んだファイルになっている。
【００３７】
　この開始位置指定情報Ｓｐは、具体的に、例えば以下に示すような、音声データファイ
ルのアクセス先を示すＵＲＬ（Uniform Resource Locator）などであってよい。
http://www.datacenter.abc.def/soundplay?pid=P004&sid=021.mp3
この例では、「www.datacenter.abc.def」が情報配信装置１のサーバ名を示しており、情
報配信装置１に格納された複数の講演情報のうち、プレゼンテーションＩＤ（講演情報を
識別する識別情報）「P004」によって識別される講演情報に含まれる、ファイル名「021.
mp3」の音声データファイルが、この開始位置指定情報Ｓｐによって特定されている。ま
た、この例では、「soundplay」は、情報配信装置１において後述する情報配信要求を受
け付けるプログラムを特定する情報となっている。
【００３８】
　さらに、開始位置指定情報生成部３２は、生成された開始位置指定情報Ｓｐを表す画像
を生成する。例えばこの画像は、文字列情報を所定の手順で符号化することによって得ら
れる、ＱＲコードやバーコードなどのコード画像であってよい。
【００３９】
　対象画像印刷処理部３３は、印刷要求受付部３１が受け付けた画像印刷要求によって印
刷対象として要求された対象画像Ｉを、画像形成部１４によって紙などの媒体上に形成さ
せる印刷処理を行う。このとき、対象画像印刷処理部３３は、対象画像Ｉとともに、当該
対象画像Ｉに関連づけて開始位置指定情報生成部３２が生成した開始位置指定情報Ｓｐを
表す画像を、紙などの媒体上に形成させる。
【００４０】
　図５は、対象画像Ｉ及び開始位置指定情報Ｓｐを表す画像が形成された媒体の一例を示
す図である。この図の例では、複数の媒体のそれぞれに対して、一つの対象画像Ｉと、当
該対象画像Ｉに関連づけられた一つの開始位置指定情報Ｓｐを表す画像と、が形成されて
いる。また、複数の媒体のそれぞれに表された対象画像Ｉが講演時に表示された順序を利
用者に示すため、各媒体の左下にはページ番号が付されている。なお、ここでは各媒体に
一つの対象画像Ｉが形成されることとしたが、これに限らず、対象画像印刷処理部３３は
、一つの媒体に対して、対象画像Ｉと開始位置指定情報Ｓｐを表す画像との組を複数組形
成してもよい。この場合には、対象画像印刷処理部３３は、各々の対象画像Ｉと当該対象
画像Ｉに関連づけられた開始位置指定情報Ｓｐとの組み合わせが、利用者に判別可能な態
様で、画像を媒体上に形成させる。
【００４１】
　利用者は、この対象画像Ｉが形成された媒体を、利用者端末３とともに持ち運び、所望
の場所で閲覧する。このとき、利用者端末３は、以下に説明する各機能によって、情報配
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信装置１から音声情報の配信を受け、当該対象画像Ｉを閲覧する利用者に対して、配信さ
れた音声情報を提供する。
【００４２】
　開始位置指定情報読み取り部３４は、対象画像印刷処理部３３によって対象画像Ｉが形
成された媒体から、当該対象画像Ｉと関連づけて媒体上に表された開始位置指定情報Ｓｐ
を読み取る。具体的に、例えば図５に示す媒体の例においては、利用者端末３の撮像部２
６は、利用者の操作により、利用者がこれから閲覧を開始しようとする対象画像Ｉに関連
づけて媒体上に形成された開始位置指定情報Ｓｐを表すコード画像を撮像する。そして、
開始位置指定情報読み取り部３４は、撮像部２６によって撮像されたコード画像を、所定
の手順で復号化することによって、開始位置指定情報Ｓｐを読み取る。
【００４３】
　情報配信要求送信部３５は、開始位置指定情報読み取り部３４が読み取った開始位置指
定情報Ｓｐを含んだ情報配信要求を、情報配信装置１に対して送信する。ここで、情報配
信要求送信部３５は、情報配信要求の送信先となる情報配信装置１のネットワーク上の位
置を、開始位置指定情報読み取り部３４が読み取ったコード画像を復号化して得られる文
字列により特定してもよい。例えば前述したように開始位置指定情報ＳｐがＵＲＬの形式
になっている場合、情報配信要求送信部３５は、ウェブアクセス要求の形式で情報配信要
求を送信する。
【００４４】
　なお、情報配信要求送信部３５は、情報配信要求に、当該情報配信要求を送信する利用
者端末３自身や、当該利用者端末３を使用する利用者を特定する識別情報（例えば端末Ｉ
Ｄや利用者ＩＤなど）を含めて送信してもよい。また、利用者端末３や利用者を認証する
ための認証情報（例えばパスワードなど）を情報配信要求に含めてもよい。この場合、情
報配信要求は、例えば
http://www.datacenter.abc.def/soundplay?pid=P004&sid=021.mp3&tid=090XXXXXXXXX&pa
ss=abcd
のようなＵＲＬを含んだものになる。この例では、前述した開始位置指定情報Ｓｐに対し
て、利用者端末３を識別する識別情報として「090XXXXXXXXX」、認証情報として「abcd」
が、それぞれ付加されている。
【００４５】
　時系列情報配信部３６は、情報配信要求送信部３５によって送信された情報配信要求を
受け付ける。そして、情報配信要求を受け付けた場合に、記憶部１２に記憶されている時
系列情報（ここでは講演時に記録された音声情報）のうち、受け付けた情報配信要求に含
まれる開始位置指定情報Ｓｐに応じて定められる時点以降の情報を、利用者端末３に対し
て配信する。
【００４６】
　具体例として、前述したように、開始位置指定情報Ｓｐが講演情報に含まれる音声デー
タファイルの一つを特定する情報となっている場合について、説明する。この場合、開始
位置指定情報Ｓｐは、単に配信対象となる音声データファイルを特定しているのではなく
、講演情報に含まれている時系列的に変化する一連の音声情報のうち、配信対象とすべき
情報の開始時点を指定している。すなわち、互いの順序が定められた複数の音声データフ
ァイルによって構成される音声情報のうち、開始位置指定情報Ｓｐによって特定された音
声データファイル以降の音声データファイルが、この順序で、時系列情報配信部３６によ
る配信対象となる。そこで、時系列情報配信部３６は、開始位置指定情報Ｓｐによって特
定された音声データファイルを含む、その順序が当該音声データファイル以降となってい
る音声データファイルを、連結して一つの音声データファイルを生成する。そして、連結
された音声データファイルを、所定の手順で利用者端末３に対して送信する。これにより
、情報配信装置１は、情報配信要求送信部３５が送信した開始位置指定情報Ｓｐに応じて
定められる時点以降の音声情報を、利用者端末３に対して配信する。
【００４７】



(9) JP 5206003 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

　なお、時系列情報配信部３６は、複数の音声データファイルを連結して配信用の音声デ
ータファイルを生成する際に、各音声データファイルの間に所定のメッセージ情報を表す
音声データを挿入してもよい。この挿入されるメッセージ情報は、例えば当該メッセージ
情報に続く音声データファイルが関連づけられた対象画像Ｉが形成された媒体が、何ペー
ジ目かを示すメッセージ（例えば「１枚目です」、「２枚目です」など）であってよい。
あるいは、各メッセージ情報に続く音声データファイルが、最初に配信される音声データ
ファイルから数えて何番目のファイルかを示すメッセージであってもよい。また、後続す
る音声データファイルの再生時間を通知するメッセージであってもよい。これにより、配
信される音声データファイルが次の音声データファイルに切り替わるタイミングが、当該
音声を聴いている利用者に提示される。このメッセージ情報を表す音声データは、予め情
報配信装置１に記録されていてもよいし、音声合成技術などによって配信のたびに生成さ
れてもよい。
【００４８】
　また、前述したように、情報配信要求に、当該情報配信要求を行った利用者端末３又は
利用者を特定する識別情報や、当該利用者端末３又は利用者を認証するための認証情報が
含まれている場合、時系列情報配信部３６は、時系列情報の配信に先立って、これらの識
別情報や認証情報を用いて、情報配信の可否を判定してもよい。この場合、情報配信装置
１は、予め情報配信の可否を判定するための配信可否情報を記憶部１２に記憶している。
この配信可否情報は、例えば配信を許可、又は不許可とする利用者端末３や利用者の識別
情報や認証情報などを含んでいる。なお、配信可否情報は、情報配信装置１が記憶する複
数の講演情報のそれぞれについて、互いに異なる情報であってもよい。
【００４９】
　配信情報再生処理部３７は、時系列情報配信部３６によって配信される時系列情報を受
信し、順次再生する。ここでは具体的に、配信情報再生処理部３７は、時系列情報配信部
３６によって配信される音声データを、音声出力部２７に出力することにより、当該配信
される音声データによって表される音声を再生する。これにより、利用者端末３は、媒体
に形成された複数の対象画像Ｉの中から利用者が視聴を開始しようとして選んだ対象画像
Ｉが講演の際に表示された時点を開始時点として、当該開始時点以降に記録された音声を
、連続して再生する。
【００５０】
　なお、この配信情報再生処理部３７の機能は、情報配信装置１が配信する情報再生用の
アプリケーションプログラムによって実現されてもよい。例えば、以上の説明においては
、時系列情報配信部３６は、開始位置指定情報Ｓｐにより特定される音声データファイル
以降の音声データファイルを連結して一つの音声データファイルとし、当該連結された音
声データファイルを配信対象としている。しかしながら、これに限らず、時系列情報配信
部３６は、配信対象となる複数の音声データファイルを、予め定められた順序で、それぞ
れ独立して配信してもよい。この場合、時系列情報配信部３６は、音声データファイルの
配信に先立って、利用者端末３に対して、情報再生用のアプリケーションプログラムを配
信する。利用者端末３は、配信されたアプリケーションプログラムを実行することにより
、時系列情報配信部３６が配信する音声データの再生を行う。そして、配信された一つの
音声データファイルの再生を終了するごとに、次の音声データファイルの配信要求を情報
配信装置１に対して送信する。情報配信装置１の時系列情報配信部３６は、この次の音声
データファイルの配信要求に応じて、配信対象となる次の音声データファイルを配信する
。この例によれば、前述の例と同様に、配信情報再生処理部３７は、情報配信要求送信部
３５が送信した開始位置指定情報Ｓｐに応じて定められる時点以降の音声情報を、順次再
生することとなる。
【００５１】
　また、配信情報再生処理部３７は、操作部２４に対する利用者の操作に応じて、再生を
一時停止、再開、中止、早送り、又は巻き戻ししたり、再生される音声の音量を変化させ
たりしてもよい。これらの機能は、前述した例と同様に、時系列情報配信部３６が配信す
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る情報再生用のアプリケーションプログラムによって実現されてもよい。さらに、配信情
報再生処理部３７は、音声データファイルの再生中に、現時点で再生中の音声データファ
イルが関連づけられた対象画像Ｉが形成された媒体が、何ページ目かを示す情報などを、
表示部２５に表示させてもよい。
【００５２】
　以上説明した本実施の形態によれば、情報配信装置１は、記憶している時系列情報のう
ち、対象画像Ｉに関連づけて媒体上に表された開始位置指定情報Ｓｐに応じて定められる
時点以降の情報を、利用者端末３に対して配信する。これにより、利用者が複数の対象画
像Ｉのそれぞれに関連づけられた時系列情報を個々に要求する操作を行わずとも、利用者
端末３は、利用者の操作に応じて開始位置指定情報Ｓｐを読み取ることにより、当該開始
位置指定情報Ｓｐにより指定される時点以降の時系列情報を連続して再生することとなる
。
【００５３】
　なお、本発明の実施の形態は、以上説明したものに限られない。例えば、以上説明した
機能のうち、開始位置指定情報Ｓｐを生成する処理や、媒体に対象画像Ｉや開始位置指定
情報Ｓｐを表す画像を印刷する処理などは、情報配信装置１が行わずに他の情報処理装置
が実行してもよい。
【００５４】
　また、以上の説明においては、時系列情報は、複数の音声データファイルからなる音声
情報であることとしたが、これに限らず、時系列情報は、例えば講演時に録画された動画
像など、時間とともに変化する各種の情報であってよい。さらに、時系列情報が複数の動
画像データファイルによって構成される場合には、時系列情報配信部３６は、前述したメ
ッセージ情報として、後続する動画像に関連づけられた対象画像Ｉが形成された媒体のペ
ージ番号を示す画像を、各動画像データファイルの間に挿入してもよい。あるいは、配信
する動画像自体に、クローズドキャプションなどの方法でこのような情報を挿入してもよ
い。
【００５５】
　また、以上の説明においては、開始位置指定情報Ｓｐは、複数のデータファイルのいず
れかを特定する情報であることとしている。しかしながら、これに限らず、開始位置指定
情報Ｓｐは、例えば基準時点からの経過時間を示す情報など、情報配信装置１が記録する
時系列情報のうちの開始時点を指定する他の種類の情報であってもよい。さらに、以上の
説明においては、対象画像Ｉのそれぞれに対して、一つの開始位置指定情報Ｓｐが関連づ
けられることとしている。しかしながら、これに限らず、一つの対象画像Ｉに対して、複
数の開始位置指定情報Ｓｐが関連づけられてもよい。
【００５６】
　例えば開始位置指定情報生成部３２は、一つの対象画像Ｉに対して、講演情報内におい
て当該対象画像Ｉに関連づけられた音声データの開始時点（先頭位置）、中間の時点（当
該音声データの再生時間全体の１／２）、終了近傍の時点（終了時点の１０秒前）などの
それぞれを開始位置として指定する開始位置指定情報Ｓｐを生成してもよい。この場合、
対象画像印刷処理部３３は、例えば図６に示すように、媒体上に画像を形成する。ここで
は、一つの対象画像Ｉに対して、３つの開始位置指定情報Ｓｐ１，Ｓｐ２及びＳｐ３を表
す画像が関連づけられている。また、それぞれの開始位置指定情報Ｓｐは、例えば、
Ｓｐ１：http://www.datacenter.abc.def/soundplay?pid=P004&sid=021.mp3&start=0
Ｓｐ２：http://www.datacenter.abc.def/soundplay?pid=P004&sid=021.mp3&start=23
Ｓｐ３：http://www.datacenter.abc.def/soundplay?pid=P004&sid=021.mp3&start=36
などの情報である。この例では、変数名「start」の値が、秒を単位とした時間により、
音声データファイル「021.mp3」内の再生開始位置を指定している。すなわち、開始位置
指定情報読み取り部３４が開始位置指定情報Ｓｐ１を読み取った場合、配信情報再生処理
部３７は、音声データファイル「021.mp3」の最初から音声データの再生を開始する。一
方、開始位置指定情報Ｓｐ２が読み取られた場合、配信情報再生処理部３７は、音声デー



(11) JP 5206003 B2 2013.6.12

10

20

30

40

タファイル「021.mp3」を先頭から２３秒後の位置から再生する。また、開始位置指定情
報Ｓｐ３が読み取られた場合、配信情報再生処理部３７は、音声データファイル「021.mp
3」を先頭から３６秒後の位置から再生する。
【００５７】
　なお、この例において、時系列情報配信部３６は、開始位置指定情報Ｓｐが一つの音声
データファイルの途中の位置を指定している場合、当該音声データファイルを指定された
位置で分割し、指定された位置以降のデータを他の音声データファイルと連結して利用者
端末３に配信してもよい。あるいは、指定された音声データファイルを、再生開始位置を
指示する情報とともに利用者端末３に配信してもよい。この場合には、利用者端末３は、
配信された音声データファイルを、指示された位置から再生する。
【００５８】
　また、前述の例では、一つの音声データファイルの途中の開始位置を秒数で指定するこ
ととしたが、これ以外にも、例えば「begin」、「middle」、「end」などのキーワードに
よって開始位置を指定してもよい。この場合、時系列情報配信部３６は、開始位置指定情
報Ｓｐによって指定される音声データファイルの再生開始位置の秒数を、この開始位置指
定情報Ｓｐに含まれるキーワードに応じて算出する。
【００５９】
　さらに、情報配信装置１は、例えば講演者の指示操作などに応じて、所定の開始位置（
以下、注目位置という）を所定の対象画像Ｉと関連づけて記録しておき、当該対象画像Ｉ
を形成する画像印刷要求を受け付けた場合には、この注目位置を指定する開始位置指定情
報Ｓｐを表す画像を、当該対象画像Ｉと関連づけて媒体上に形成してもよい。これにより
、例えば講演者が特に視聴者に注目してもらいたいと考えるポイントが記録された位置を
指定する開始位置指定情報Ｓｐが、媒体上に形成される。
【００６０】
　また、このような注目位置を記録する際に、情報配信装置１は、講演者が入力するコメ
ント情報（文字列情報）を受け付けて、注目位置の情報とともに記録してもよい。この場
合、対象画像印刷処理部３３は、開始位置指定情報Ｓｐを表す画像を媒体上に印刷する際
に、当該画像とともに、このコメント情報を媒体上に印刷してもよい。これにより、講演
者が入力するコメント情報が、当該コメント情報に関する音声データの再生位置を指定す
る開始位置指定情報Ｓｐとともに、媒体を閲覧する利用者に提示される。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施の形態に係る情報配信システムの全体概要を示す図である。
【図２】講演記録装置が記録する講演情報の一例を示す図である。
【図３】利用者端末の概略の構成例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る情報配信システムが実現する機能の一例を示す機能ブ
ロック図である。
【図５】対象画像及び開始位置指定情報を表す画像が形成された媒体の一例を示す図であ
る。
【図６】対象画像及び開始位置指定情報を表す画像が形成された媒体の別の例を示す図で
ある。
【符号の説明】
【００６２】
　１　情報配信装置、２　講演記録装置、３　利用者端末、１１，２１　制御部、１２，
２２　記憶部、１３，２３　通信部、１４　画像形成部、２４　操作部、２５　表示部、
２６　撮像部、２７　音声出力部、３１　印刷要求受付部、３２　開始位置指定情報生成
部、３３　対象画像印刷処理部、３４　開始位置指定情報読み取り部、３５　情報配信要
求送信部、３６　時系列情報配信部、３７　配信情報再生処理部。



(12) JP 5206003 B2 2013.6.12

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】



(13) JP 5206003 B2 2013.6.12

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００７－０８６９７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０７２８１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０１８５０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２５６４５６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１７３　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

